
通知の補足について 

再度入札について 

再度入札において落札者がない場合は、入札を取止めることを原則とする。 

 

低入札価格調査制度について 

調査基準価格を下回った場合に、契約の内容に適合した履行が可能か調査を行う。また、失格判断基準を下回っ

た場合は失格となる。 

対象工事：一般競争入札又は指名競争入札で予定価格が５，０００万円以上の工事 

及び 総合評価落札方式対象工事 

土木系工事：土木一式、とび・土工・コンクリート（解体工事を除く）、ほ装、塗装、造園工事等 

調査基準価格 ： 

  （Ａ） 

 

 

 

失格判断基準 ： 

  （Ｂ） 

 

 

 

※ただし、入札比較価格の 7.5/10～9.2/10の範囲内で設定 

 

営繕工事の電気工事、電気通信工事及び機械器具設置工事 

調査基準価格 ：  

  （Ｃ） 

 

 

 

失格判断基準： 

  （Ｄ） 

 

 

 

※ただし、入札比較価格の 7.5/10～9.2/10の範囲内で設定 

 

 

直接工事費×０．９７ 

共通仮設費×０．９     合計額（千円未満切り上げ） 

現場管理費×０．９         ×１．１０ 

一般管理費×０．６８        

直接工事費×０．９７ 

共通仮設費×０．９     合計額（千円未満切り上げ） 

現場管理費×０．９         ×１．１０ 

一般管理費×０．２        

直接工事費×０．８×０．９７ 

共通仮設費×０．９                 合計額（千円未満切り上げ） 

（直接工事費×０．１＋現場管理費）×０．９          ×１．１０ 

一般管理費×０．６８         

直接工事費×０．８×０．９７ 

共通仮設費×０．９                   合計額（千円未満切り上げ） 

（直接工事費×０．１＋現場管理費）×０．９×０．８      ×１．１０  

一般管理費×０．２         



営繕工事以外の電気工事、電気通信工事、機械器具設置工事及び下水道用機械・電気設備請負工事工事費積算基準

に基づき積算する工事 

調査基準価格 ：  

  （Ｅ） 

 

 

 

 

失格判断基準： 

  （Ｆ） 

 

 

 

 

※ただし、入札比較価格の 7.5/10～9.2/10 の範囲内で設定 

 

上記以外の工事 

調査基準価格 ：  

  （Ｇ） 

 

 

 

失格判断基準： 

  （Ｈ） 

 

 

 

※ただし、入札比較価格の 7.5/10～9.2/10の範囲内で設定 

 

低入札調査を行なった場合の措置 

・工事の完成届を提出する際に、下請代金の支払状況等の経費を証する書類の提出を求める。 

・現場代理人の兼任を認めない。 

・主任技術者及び監理技術者とは別に、同等の資格を持つ技術者を、専任で１名追加の配置を求める。 

 

最低制限価格制度について 

最低制限価格を下回った場合は失格となる。 

対象工事：予定価格が５００万円以上５，０００万円未満の競争入札（総合評価落札方式を除く）工事 

直接工事費×０．９×０．９７ 

共通仮設費×０．９                 合計額（千円未満切り上げ） 

（直接工事費×０．１＋現場管理費）×０．９          ×１．１０ 

一般管理費×０．６８         

直接工事費×０．９×０．９７ 

共通仮設費×０．９                   合計額（千円未満切り上げ） 

（直接工事費×０．１＋現場管理費）×０．９×０．８      ×１．１０  

一般管理費×０．２         

機器費×０．９０７ 

直接工事費×０．９７ 

共通仮設費×０．９                 合計額（千円未満切り上げ） 

現場管理費×０．９                      ×１．１０ 

一般管理費×０．６８         

機器費×０．８２ 

直接工事費×０．９７ 

共通仮設費×０．９                   合計額（千円未満切り上げ） 

現場管理費×０．９                      ×１．１０  

一般管理費×０．２         



 

最低制限価格：土木系工事については、（Ａ）と同様の計算式で得た額とする。 

       営繕工事の電気工事、電気通信工事及び機械器具設置工事については、（Ｄ）と同様の計算式

で得た額とする。 

       営繕工事以外の電気工事、電気通信工事、機械器具設置工事及び下水道用機械・電気設備請負

工事工事費積算基準に基づき積算する工事については、（Ｆ）と同様の計算式で得た額とする。 

       上記以外の工事については、（Ｇ）と同様の計算式で得た額とする。 

 

 

 


